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１ 募集職種・受験資格・採用予定人員 

募集職種 受験資格 採用予定人員 

一般事務職 
昭和６０年４月２日から平成１９年４月１

日までに生まれた人（学歴は問いません） 
若干名 

技術職 

 （電気・機械） 

次の①、②の要件を全て満たす人 

①昭和６０年４月２日から平成１９年４月

１日までに生まれた人 

②高等学校以上において電気又は機械に関

する専門課程を専攻し、卒業した人又は令

和７年３月までに卒業見込みの人 

若干名 

※ 男女は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 ⑴ 日本国籍を有しない人 

 ⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する次の欠格条項 

に該当する人 

  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの人 

  イ 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において懲戒免職の処分を受け、当該処 

分の日から２年を経過しない人 

  ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人 

  エ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し

た人 

 

 

２ 試験の日時・会場・合否通知 

⑴ 第一次試験 

日     時 ９月２２日（日） 

受付開始 午前９時から 

職務能力試験 午前１０時から午前１１時（６０分） 

職務適応性試験 午前１１時２０分から午前１１時４０分（２０分） 

作文試験 午後１時から午後２時３０分（９０分） 

 

 ⑵ 第二次試験 試験日時については、第一次試験合格者に別途通知します。 

（試験日は１１月上旬を予定しています。） 
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 ⑶ 場  所  毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合（毛呂山処理センター） 

         会議室 

 ⑷ 合否通知  第一次試験の合否については、１０月中旬までに通知します。 

         なお、最終的な合否については、１２月中に通知します。 

 

 

３ 試験の方法 

 ⑴ 第一次試験 

  ア 職務能力試験  論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の

資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解を確認する

ための基礎的知識 

  イ 職務適性検査  職業生活への適応性をみます。 

  ウ 作文試験  主として公務員として必要な作文能力について試験を行いま

す。 

 ⑵ 第二次試験  第一次試験合格者に対し、面接試験を行います。 

 

 

４ 申込手続等 

⑴ 提出書類 

  ①令和６年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員採用試験申込書 

  ②受験票  職種、氏名を記入してください。 

  ③写真２枚（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ） 

   ・写真は３か月以内に撮影した単身・上半身・脱帽・正面前向きのもの 

   ・裏面に氏名を記入し、試験申込書及び受験票にそれぞれ貼付してください。 

  ④８４円切手を貼った返信用封筒（長形３号サイズ） 

   ・返信先を明記してください。 

  ※提出書類は７月１日（月）から毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において配

布します。また、郵送をご希望の方は、封筒の表面に「職員採用試験申込書請

求」と朱書し、返信用切手１２０円を同封してください。  
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 ⑵ 申込書等の受付 

受 付 期 間 ７月１６日(火)から７月３１日(水)まで（土日を除く） 

提出方法 

持参 

時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

場 所 
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合総務課 

（毛呂山処理センター２階） 

郵送 宛 先 

〒350-0436  

埼玉県入間郡毛呂山町大字川角１５１０ 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合総務課 

※期間内消印有効とします。簡易書留等到着が確認で

きる方法で早めに郵送してください。これらによらな

い場合の事故については責任を負いません。 

《申込みの際の注意事項》 

・提出書類を受理した後、内容について審査し、後日受験票を郵送いたします。 

８月３０日(金)までに受験票が到着しないときは、総務課総務担当までお問い合

わせください。 

・郵送により申し込む場合は、封筒の表に（採用試験）と朱書きしてください。 

 

 

５ 採用の方法 

 ⑴ 最終合格者は、採用候補者名簿に登載されたうえ、原則として令和７年４月１

日以降の採用となります。 

 ⑵ 次の事項に該当する場合は、採用候補者名簿から削除されます。 

  ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  イ 心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えな

いことが明らかになった場合 

 

 

６ 給与 

 職員の給与に関する条例、規則等に基づき支給されます。 

初 任 給 

（月額） 

大 学 卒 ２０８,４７２ 
左記には地域手当が

含まれています。 
短 大 卒 １９０,１３８ 

高 校 卒 １７６,０２７ 

⑴ この初任給は、令和６年４月１日現在におけるもので、採用時までに給与改

定があった場合はそれによります。 

⑵ 民間等職務経験に応じて、一定の基準により加算され決定されます。 
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⑶ このほか支給要件に該当する人には、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末

手当、勤勉手当などが支給されます。 

⑷ 昇給は原則として毎年４月に１回行われます。 

 

 

７ 勤務時間・休暇 

 ⑴ 勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

（土、日及び祝日等の休日はお休みです。） 

 ⑵ 休暇は、年間２０日（４月１日採用の場合は１５日）の年次休暇、疾病等の場

合に与えられる病気休暇、結婚・忌引・出産などの場合に与えられる特別休暇が

あります。 

 

 

８ その他注意事項等 

 ⑴ 第一次試験当日は、受験票、鉛筆（HB）、消しゴムを持参してください。 

 ⑵ 受付時間は厳守してください。当日は余裕をもって来場してください。 

 ⑶ 試験中の携帯電話等の使用は禁止します。試験中は電源をお切りください。 
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